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担 担当課

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

●
次
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
等
は
、

一
定
の
要
件
に
よ
り
軽
自
動
車
税

の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

●
対
象
／

①
身
体
障
が
い
者
手
帳（
※
）、
戦
傷

病
者
手
帳（
※
）、療
育
手
帳（
Ａ
）、

精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳

（
１
級
）等
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
が
使
用
す
る
も
の

※
対
象
と
な
る
障
が
い
の
程
度
あ
り

②
構
造
が
身
体
障
が
い
者
な
ど
の
方

が
利
用
す
る
た
め
の
も
の

③
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
も
の

●
申
請
期
間
／
４
月
３
日
㈪
～
５
月

31
日
㈬

問
申

市
民
税
課（
☎
21

６
７
０
３
）、

各
支
所
税
務
担
当
課

商
品
用
軽
自
動
車
等
の
軽
自

動
車
税
の
課
税
免
除
申
請

●
次
の
全
て
に
該
当
す
る「
商
品
で

あ
っ
て
使
用
し
な
い
軽
自
動
車

等（
原
付
、
小
型
特
殊
を
除
く
）」

は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
軽

自
動
車
税
の
課
税
免
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
対
象
／

①
古
物
営
業
法
第
３
条
第
１
項
の
古

物
商
の
許
可
を
受
け
た
販
売
業
者

の
名
義
の
も
の

②
使
用
の
本
拠
地
等
が
市
内
で
あ
っ

て
、
現
に
、
商
品
と
し
て
市
内
に

お
い
て
保
有
し
、
販
売
目
的
で
展

示
さ
れ
て
い
る
も
の

③
古
物
台
帳
に
記
載
が
あ
り
、
軽
自

動
車
税
申
告
書
の
所
有
形
態
が
商

品
車
で
あ
る
も
の

※
該
当
と
は
な
ら
な
い
軽
自
動
車
等

の
用
途
等
が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
期
間
／
４
月
３
日
㈪
～
10
日
㈪

問
申

市
民
税
課（
☎
21

６
７
０
３
）

軽
自
動
車
税
の
申
告
手
続

●
軽
自
動
車
税（
軽
自
動
車
・
二
輪

車
・
原
動
機
付
自
転
車
・
小
型
特

殊
自
動
車
）は
、
４
月
１
日
現
在

の
所
有
者
に
年
額
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

●
登
録
内
容（
車
体･

名
義･

廃
車

な
ど
）に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、

３
月
31
日
ま
で
に
申
告
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
先

は
、
車
種
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
年
度
途
中
に
譲
渡
や

廃
車
の
手
続
き
を
さ
れ
て
も
、

月
割
り
で
税
金
が
還
付
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
十

分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問

市
民
税
課（
☎
21

６
７
０
３
）、

　

各
支
所
税
務
担
当
課

青
色
申
告
を
始
め
ま
し
ょ
う

●
青
色
申
告
は
、
経
営
状
況
を
客

観
的
に
把
握
で
き
、
税
制
上
の

メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

●
国
は
、
青
色
申
告
を
し
て
い
る

農
業
者
を
対
象
に
自
然
災
害
に

よ
る
収
入
減
少
に
加
え
農
産
物

の
価
格
低
下
を
補ほ

て
ん填

す
る「
収

入
保
険
制
度
」の
導
入
を
計
画

し
て
い
ま
す
。

●
新
た
に
青
色
申
告
を
行
う
た
め

に
は
、
個
人
の
場
合
、
３
月
15

日
ま
で
に
最
寄
り
の
税
務
署
に

「
青
色
申
告
承
認
申
請
書
」の
提

出
が
必
要
で
す
。

問

中
国
四
国
農
政
局
島
根
県
拠
点

地
方
参
事
官
室（
☎
０
８
５
２
24

７
３
１
１
）

（
担

農
業
振
興
課
）

　
　

おたずね／市民課 ☎２１－２３１５

出雲市
公式LINE@
運用開始

　ＬＩＮＥ（主にスマートフォンで利用
される無料通信アプリ）を利用した
情報発信の試行運用を始めました。
　イベント情報などをお届けしますの
で、ぜひ登録を！

アカウント名称／出雲市
アカウント名／
@ofw1966d（半角英数）

おたずね／広報情報課　☎２１－８５７８

登録用ＱＲコード

【注意点】
◆�受取には運転免許証、健康保険証などの本人確認書類が必要です。
◆�廃棄後に通知カードを取得される場合は、１名につき500円の再発行手数料が必
要です。

◆�通知カードが保管中かどうかの確認は、市民課へお問い合わせください。
◆�支所での受取希望の場合や、諸事情により保管期限までに受取ができない場合は、
市民課へ事前にご相談ください。

平成27年10月のマイナンバー制度の開始に伴い、各世
帯へ郵送された「通知カード」のうち、あて所なし・保管
期限切れなどの理由で市民課に返戻され保管している通知カードは、次
の期限をもって廃棄します。まだ受け取っていない方は、保管期限まで
に窓口へ受取にお越しください。

返戻された通知カードの
保管期限について

■保管期限：平成29年３月31日（金）
■廃棄対象：�平成27年11月から12月末までに市民課に�

返戻された通知カード
（※平成28年1月以降に返戻されたカードは今回の廃棄対象としません）
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臨
時
福
祉
給
付
金

(
経
済
対
策
分)

●
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
際
し
、
所

得
の
低
い
方
に
対
す
る
適
切
な
配

慮
を
行
う
た
め
、
暫
定
的･

臨
時

的
な
措
置
と
し
て
、
臨
時
福
祉
給

付
金（
経
済
対
策
分
）の
支
給
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

●
支
給
額
／
ひ
と
り
に
つ
き

１
万
５
千
円

※
対
象
と
思
わ
れ
る
方
へ
は
、
3
月

下
旬
に
申
請
書
を
お
届
け
す
る
予

定
で
す
。
申
請
方
法
等
、
詳
し
く

は
市
か
ら
お
送
り
す
る
書
類
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問

福
祉
推
進
課（
☎
21
６
６
３
１
）

看
護
師
養
成
奨
学
金
貸
与

制
度

～
看
護
師
を
め
ざ
す
看
護 

学
生
を
応
援
し
ま
す
～

●
看
護
師
養
成
の
学
校
等
に
在
学
中

ま
た
は
平
成
29
年
４
月
に
入
学

予
定
の
方
で
、
か
つ
平
成
32
年
３

月
卒
業
予
定
の
方
ま
た
は
平
成
33

年
３
月
卒
業
予
定
の
方
。
総
合
医

療
セ
ン
タ
ー
の
採
用
試
験
お
よ
び

国
家
試
験
に
合
格
し
、
学
校
等
を

卒
業
後
、
直
ち
に
勤
務
す
る
意
思

の
あ
る
方
に
奨
学
金
を
貸
与
し
ま

す
。

●
貸
与
額
／
月
額
５
万
円（
無
利
息
）

●
貸
与
期
間
／
学
校
等
の
正
規
の
修

学
期
間

●
募
集
人
数
／
若
干
名

●
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
で
、
貸
与

期
間
以
上
の
勤
務
を
し
た
場
合

は
、
奨
学
金
の
返
還
は
免
除
と

な
り
ま
す
。

●
申
込
期
間
／
３
月
１
日
㈬
～
４
月

21
日
㈮

問
申

総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

　

病
院
総
務
課（
☎
63

５
１
１
３
）

無
縁
墳
墓
等
改
葬
公
告

●
市
営
一
の
谷
共
同
墓
地（
今
市
町

１
８
５
７
番
地
２
）の
区
画
管
理

の
た
め
、
同
墓
地
内
の
無
縁
墳
墓

等
に
つ
い
て
改
葬
を
行
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

●
次
の
墓
地
使
用
者（
死
亡
者
）の
縁

故
者
お
よ
び
墳
墓
に
関
す
る
権
利

を
有
す
る
方
は
、
平
成
30
年
２

月
20
日
ま
で
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。
な
お
、
期
日
ま
で
に
お
申
し

出
の
な
い
と
き
は
、
無
縁
仏
と
し

て
改
葬
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

●
墓
地
使
用
者
の
本
籍
お
よ
び
氏
名

①
高
松
町
１
７
２
２
番
地
： 

園
山

芳
久
②
今
市
町
７
４
３
番
地
２
：　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

寄
秀
雄
③
今
市
町
１
２
４
０

番
地
１
：
中
島
敏
弘

問

環
境
政
策
課（
☎
21
６
５
３
５
） 

農
業
Ｆ
Ｆ
Ｆ（
サ
ン
エ
フ
）

事
業
計
画
書
の
受
付

●
農
業
者
の
皆
さ
ん
の
機
械
・
施
設

導
入
等
に
際
し
て
の
補
助
事
業
で

す
。
平
成
29
年
度
の
事
業
計
画
を

受
け
付
け
ま
す
。

●
Ｊ
Ａ
し
ま
ね
出
雲
地
区
本
部
管
内

を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

●
申
込
期
限
／
３
月
３
日
㈮

※
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
お
た
ず

ね
く
だ
さ
い
。

問
申

農
業
振
興
課（
☎
21

６
５
５
７
）

おたずね／島根県水質汚濁防止連絡協議会出雲支部
              (島根県出雲県土整備事務所維持管理部） ☎３０-５６３１

河川等への油流出に
注意しましょう

　河川への油流出事故が発生しています。A重油や灯油等を使用
する際には取扱いに注意してください。 また、農業ハウスの暖房
用の燃料タンクや配管に劣化等がないか点検をしてください。

※猪は、繁殖期や春・秋の出産期後に斜面上を活発に走り回るため、落石が発生する場合があります。
※その他、落石の原因として地震、降雨、強風、霜崩れなどが考えられます。

国道、県道、市道、農道など道路の種類は
問いません。 
落石、倒木、陥没以外のことや河川などの
情報でも構いません。

「ぶつかると車が壊れそうだけど、ハンドル
きれば通れる。連絡するのもちょっとなぁ…。」
こんな場面に遭遇した時も、迷わずご一報
ください。

【道と川の相談ダイヤル】

島根県出雲県土整備事務所

皆さんのご一報をお待ちしています。
☎30ｰ5789

を見つけたら、連絡ください！
落石、倒木、陥没
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